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　市が発注する建設工事、建設コンサルタント業
務及び物品調達等の入札参加資格を得ようとする業
者の方は、下記により申請してください。

【建設工事等（新規受付）】
○対　　象
　・建設工事･･･1件あたり130万円以上
　・建設コンサルタント業務･･･1件あたり50万円以上
○申請方法

茨城県土木部監理課において、茨城県及び県内
市町村による入札参加資格申請共同受付を行い
ますので、茨城県入札参加資格電子申請システ
ムの電子申請等により申請してください。

○受付期間　1月17日（木）～2月8日（金）
○有効期間　平成25・26年度　2年間
※詳細については、茨城県土木部監理課または茨城

県共同受付センターまでお問い合わせください。

 

【物品調達等（追加受付）】
○対　　象
　・物品購入･･･1件あたり80万円以上
　・製造請負（印刷を含む）･･･1件あたり130万円以上
　・役務の提供等･･･1件あたり50万円以上
○申請方法
　・郵送による申請のみ
　・物品調達等に係る入札参加資格審査申請書は

ダブルクリップで提出書類を綴じて申請して
ください。

　・詳細については、市ホームページもしくは本
庁財政課までお問い合わせください。

○受付期間　2月1日（金）～28日（木）
　　　　　　締切日当日の消印まで有効
○有効期間　平成25年度　1年間

　国民年金には、所得が少なく保険料を納めるこ
とが困難な場合に、本人の申請によって保険料が
免除される「保険料免除制度」があります。この
制度は、本人とその配偶者及び世帯主の前年の所
得が一定の基準額以下の場合に承認され、保険料
の全額免除のほかに、世帯の所得に応じて保険料
の一部を納付して残りが免除される一部納付（一
部免除）があります。一部納付の場合は、保険料
が納付されないとその期間は未納と同じ扱いとな
りますので、注意が必要です。なお、免除された
期間は、保険料を全額納付した場合の年金額に比
べて一定の割合で少なく計算されます。
　世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しな
い場合でも、30歳未満の若年者の方については
本人及び配偶者のみの所得で審査して基準を満た
せば保険料納付が猶予される「若年者納付猶予制
度」があります。免除・納付猶予の承認期間は7
月から翌年の6月までです。
　学生の方については、本人の所得が一定額以下
の場合に本人の申請によって保険料納付が猶予さ
れる「学生納付特例制度」があります。承認期間
は4月から翌年3月までです。
　保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状
態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発
生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けら
れない場合があります。
　免除された保険料は10年以内であれば、後か
ら納めること（追納）ができます。ただし、経過
期間に応じた額が加算されます。

　平成25年3月の市議会定例会から本会議の一般
質問の模様をインターネットで録画配信します。
　一般質問の録画配信は、会議終了日からおお
むね1週間で視聴が可能となり、配信開始日から
1年間、24時間いつでもインターネット上で録画
映像をご覧いただけるようになります。
　なお、詳しい内容等については、順次、広報常
陸大宮お知らせ版や市ホームページ等でお知らせ
します。

建設工事、建設コンサルタント業務及び
物品調達等に係る入札参加資格申請について

インターネットで議会映像（録画）を
ご覧いただけるようになります

国民年金の保険料免除制度について

　 茨城県土木部監理課建設業担当
　 ☎029-301-4334
　 茨城県共同受付センター（受付期間中のみ）
　 ☎029-301-6620　　029-301-6630

問

FAX

　　　  財政課契約検査G
　 （〒319-2292　常陸大宮市中富町3135-6）
　 ☎52-1111 内線373･374　　53-6010
 　　　 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp
　　　  zaisei@city.hitachiomiya.lg.jp

問 本庁

FAX
H・P

　 議会事務局　☎52-1111 内線414問

　 水戸北年金事務所国民年金課
　 ☎029-231-2381（水戸市大町2-3-32）
　　　  医療保険課医療保険G
　 ☎52-1111 内線163

問

本庁


